
政治資金収支報告書の【提出期限の延長】について 

○  政治資金収支報告書の提出期限については、１月１日から 

３月 31 日までの間に衆議院議員の総選挙の公示の日から選挙の

期日までの期間がかかる場合は１か月延長されます。 

 

○  このため、令和７年分の政治資金収支報告書の提出期限は、次

のとおりです。 

 

【国会議員関係政治団体以外の政治団体】 

延長後の提出期限：令和８年４月 30 日(木) 

 

【国会議員関係政治団体】 

 延長後の提出期限：令和８年６月 30 日(火) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


